
資料統分 10－１－３ 

独立行政法人統計センターの役員報酬等の支給基準 

平成１５年 ４月 １日 
改正 平成１５年１１月 １日 
改正 平成１６年 １月 １日 
改正 平成１７年１２月 １日 
改正 平成１８年 ４月 １日 

 
１ 常勤役員の報酬は、俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当とする。 
 
２ 常勤役員の俸給は月額とし、次の各号に掲げる常勤役員に対し、それぞれ

各号に定める額を支給する。 
 (1)理事長    ９９４，０００円以内で理事長が別に定める額 

 (2)理事     ７８４，０００円以内で理事長が別に定める額 

 (3)監事     ７８４，０００円以内で理事長が別に定める額 

 
３ 地域手当及び通勤手当は、一般職の職員の給与に関する法律の規定に準じ

て支給する。 
 
４ 期末特別手当は、基準額（基準日現在において常勤役員が受けるべき俸給

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該合計額に１００分の２

０を乗じて得た額及び俸給月額に１００分の２５を乗じて得た額を加算した

額）に、６月に支給する場合にあっては１００分の１６０、１２月に支給す

る場合においては１００分の１７５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の在職期間に応じ理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。 
ただし、総務省独立行政法人評価委員会の独立行政法人統計センターに対

する業績評価の結果に応じ、理事長はこれを増額し、又は減額することがで

きる。 
 
５ 非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当とする。 
 
６ 非常勤役員手当は日額とし、勤務１日につき３５，３００円を超えない範

囲で理事長が別に定める。 
 
７ 常勤役員の退職手当の額は、在職期間１月につき、退職した日におけるそ

の者の俸給月額に１００分の１２．５の割合を乗じて得た額を基準とし、こ

れに総務省独立行政法人評価委員会が０．０から２．０の範囲内で業績に応

じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。 



また、平成１６年１月１日（以下「基準日」という。）の前日に現に在職す

る常勤役員が同日における役職と同一の役職の常勤役員として基準日以降引

き続き在職した場合のその者の退職手当の額は、上記にかかわらず、その者

の退職の日における俸給月額に、任命の日から基準日の前日までの在職期間

１月につき１００分の２８の割合を乗じて得た額と基準日から退職までの在

職期間１月につき１００分の１２．５の割合を乗じて得た額を基準としこれ

に上記の業績勘案率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、基準日の前日

までの在職期間に相当する退職手当の額については、総務省独立行政法人評

価委員会の独立行政法人統計センターに対する業績評価の結果に応じ、理事

長はこれを増額し、又は減額することができる。 
  なお、退職手当は非常勤役員には支給しない。 
 
８ 期末特別手当及び退職手当の支給の差止め等については、一般職の職員の

給与に関する法律等の規定に準ずる。 
 
９ 常勤役員が国等の職員となるために出向した場合等の退職手当及び期末特

別手当の支給については、退職手当法及び一般職の職員の給与に関する法律

等の規定に準ずる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（参考） 

 
独立行政法人通則法（抄） 
（役員の報酬等） 
第５２条 特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」

という。）は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 
２ 特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これ

を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 
３ 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬

等、当該独立行政法人の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければな

らない。 
 
 



コノ供、

総統総第 266号

平成18年6月 15日

総務省独立行政法人評価委員会

委員長 熊 谷 信 昭 殿

総務大 臣 竹 中 平

独立行政法人統計センターの役員の報酬等の支給基準の変更について

標記について、別添のとお り届出があつたので、独立行政法人通則法 (平成

11年法律第103号)第 53条第 1項 の規定に基づき通知 します。

(参考)



ラ

総総第 105号 の 2

平成 18年 4月 3日

総務大臣 竹 中 平 蔵 殿

独立行政法人統計センター

理事長  中 川 良

だ湧唖15こ口属
‖嵩雇綻邑巾

独立行政法人統計センターの役員の報酬等の支給基準の変更について

独立行政法人統計センターの役員の報酬等の支給基準を別紙のとおり変更しました

ので、独立行政法人通則法 (平成 11年 法律 103号 )第 52条 第 2項 の規定に基づき

届け出ます。


